
〇令和７年度の体制
ライフデザイン推進機構の取組を円滑かつ効果的に推進するため、福祉政策課に「ライフデザイン
室」を設置 。
〇令和８年度の体制
部の名称を変更し、介護福祉課を２つに分け、障がい支援部門を担う「ふれあい福祉課」を新設。
窓口課、保険年金課は「市民生活部」へ。「ライフデザイン室」は福祉政策課に統合。
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